
島根県国民保護計画　新旧対照表　（平成２９年３月変更）

変更箇所 項目名 変更後 変更前 備考

P.1

第1編第1章
1(2)

県国民保護計画
策定の背景

武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに
国及び国民の安全の確保に関する法律（平成１５年法
律第７９号）を制定し、

武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに
国及び国民の安全の確保に関する法律（平成１５年法
律第７９号）（以下「事態対処法」という。）を制定し、

事態対処法の改正に伴う用語の
整理

P.11

第1編第4章
(2)

気候 (平成27年時点の年平均気温・年降水量を記載) (平成23年時点の年平均気温・年降水量を記載) 時点修正

P.12

第1編第4章
(3)

人口 (平成27.10.1現在の数値、現状を記載) (平成24.10.1現在の数値、現状を記載) 時点修正

P.13

第1編第4章
(4)

道路 (平成28.4.1現在の数値、現状を記載) (平成24.4.1現在の数値、現状を記載) 時点修正

P.14・15

第1編第4章
(5)

鉄道、港湾、漁
港、空港

(平成28.4.1現在の数値、現状を記載) (平成24.4.1現在の数値、現状を記載) 時点修正

P.16

第1編第4章
(6)

原子力発電所、
火力発電所

１号機(電気出力46 万kW)は昭和49 年、２号機(電気出
力82 万kW)は平成元年にそれぞれ営業運転を開始し
（１号機は平成27年4月30日に営業運転終了）、さらに
同敷地内に、３号機(電気出力137 万3 千kW)が建設中
である。

１号機(電気出力46 万kw)は昭和49 年、２号機(電気出
力82 万kw)は平成元年にそれぞれ営業運転を開始
し、さらに同敷地内に、３号機(電気出力137 万3 千kw)
が建設中である。

時点修正

P.51

第2編第3章
第1節1(1)

表

国民保護法施行令第２８条８号
毒劇物（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律 （以下「医薬品医療機器
等法」という。））

国民保護法施行令第２８条８号
毒劇物（薬事法）

薬事法の改正に伴う用語の整理
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変更箇所 項目名 変更後 変更前 備考

P.98

第3編第5章
4(1)

医療活動

(1) 核攻撃等又は武力攻撃原子力災害の場合の医療
活動
・医療関係者からなる救護班による被ばく医療活動の
実施

(1) 核攻撃等又は武力攻撃原子力災害の場合の医療
活動
・医療関係者からなる救護班による緊急被ばく医療活
動の実施

防災基本計画の修正に伴う用語
の整理

P.109

第3編第7章
第1節4

別表 左欄
医薬品医療機器等法第四十四条第一項の毒薬及び
同条第二項の劇薬（同法第四十六条第一項の薬局開
設者等が取り扱うものに限る。）

薬事法第四十四条第一項の毒薬及び同条第二項の
劇薬（同法第四十六条第一項の薬局開設者等が取り
扱うものに限る。）

薬事法の改正に伴う用語の整理

P.109

第3編第7章
第1節4

別表 右欄

厚生労働大臣（医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十条第
一項の規定による都道府県知事の処分を受けている
者が所持するもの）

厚生労働大臣（薬事法施行令第十五条の四の規定に
よる都道府県知事の処分を受けている者が所持する
もの）

薬事法の改正に伴う用語の整理

P.109

第3編第7章
第１節4

別表 備考

この措置には、指定行政機関及び地方公共団体が武
力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平
和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法
律（以下「事態対処法」という。）第二条第八号の対処
措置の用に供する危険物質等に係る措置を含まない
ものとする。

この措置には、指定行政機関及び地方公共団体が事
態対処法第二条第七号の対処措置の用に供する危
険物質等に係る措置を含まないものとする。 事態対処法の改正に伴う用語の

整理

P.112

第3編第7章
第2節2(4)

被ばく医療体制

(4) 被ばく医療体制
県は、武力攻撃原子力災害の発生により、住民等に
被ばく患者が発生した場合に備え、島根県地域防災
計画（原子力災害対策編）の定めの例により、各地域
で被ばく医療の中核的な機能を担う拠点となる被ばく
医療機関の選定や被ばく医療に係る医療派遣チーム
の要請手続きについてあらかじめ定めておくなど被ば
く医療体制の整備を図る。

(4) 被ばく医療体制
県は、武力攻撃原子力災害の発生により、住民等に
被ばく患者が発生した場合に備え、島根県地域防災
計画（原子力災害対策編）の定めの例により、各地域
で被ばく医療の中核的な機能を担う拠点となる被ばく
医療機関の選定や被ばく医療に係る医療派遣チーム
の要請手続きについてあらかじめ定めておくなど緊急
被ばく医療体制の整備を図る。

防災基本計画の修正に伴う用語
の整理
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変更箇所 項目名 変更後 変更前 備考

P.113

第3編第7章
第2節3(2)ウ

放射性物質等の
放出及び放出の
おそれの通報

県は、ア及びイの場合においては、県対策本部会議
（都道府県国民保護対策本部を設置すべき県の指定
を受けていない場合は県危機管理対策本部会議又は
県危機管理対策連絡会議）において、情報の伝達及
び県の取るべき措置等について協議する。また、緊急
時モニタリングセンターを設置し、緊急時モニタリング
を実施する。また、緊急時の医療活動を統一的かつ効
果的に実施するため、原子力災害医療調整本部を設
置する。

県は、ア及びイの場合においては、県対策本部会議
（都道府県国民保護対策本部を設置すべき県の指定
を受けていない場合は県危機管理対策本部会議又は
県危機管理対策連絡会議）において、情報の伝達及
び県の取るべき措置等について協議する。また、緊急
時モニタリングセンターを設置し、緊急時モニタリング
を実施する。また、緊急時の医療活動を統一的かつ効
果的に実施するため、緊急時医療センターを設置す
る。

島根県地域防災計画（原子力災害
対策編）の修正に伴う用語の整理

P.115

第3編第7章
第2節4(4)

住民等に対する
スクリーニングの
実施

(4) 住民等に対する避難退域時検査の実施
県は、島根県地域防災計画（原子力災害対策編）の定
めの例により、住民等（避難輸送に使用する車両及び
その乗務員を含む。）の避難退域時検査および避難退
域時検査結果に応じた簡易除染を行う。

(4) 住民等に対するスクリーニングの実施
県は、島根県地域防災計画（原子力災害対策編）の定
めの例により、住民等（避難輸送に使用する車両及び
その乗務員を含む。）のスクリーニングおよびスクリー
ニング結果に応じた除染を行う。

防災基本計画の修正に伴う用語
の整理

P.129

第3編第9章
2(2)

廃棄物処理対策

県は、地域防災計画の定めに準じて、「災害廃棄物対
策指針」（平成26年3月環境省大臣官房廃棄物・リサイ
クル対策部作成）等を参考としつつ、次に掲げる措置
を行う。

県は、地域防災計画の定めに準じて、「震災廃棄物対
策指針」（平成１０年厚生省生活衛生局作成）等を参考
としつつ、次に掲げる措置を行う。

指針及び所管省庁変更に伴う用
語の整理

用語集1

※追加
簡易除染

【簡易除染】
除染を行う判断基準以下でない場合に、検査場所に
おいて簡単に実施することのできる簡易な除染のこ
と。

（新規追加）
原子力規制庁の定義解説に合わ
せた用語の整理

用語集2
ケーブルテレビ
事業者

【ケーブルテレビ事業者】
放送法施行規則第２条第６項に規定する有線電気通
信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放
送事業者。

【ケーブルテレビ事業者】
有線テレビジョン放送法（昭和４７年７月１日法律第１１
４号）第２条第４項に規定する有線テレビジョン放送の
事業を行う者。

法律の廃止に伴う引用条文の変
更

用語集4
事態対処法

【事態対処法】
「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国
の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関す
る法律」（平成15 年6 月13 日法律第79 号）。

【事態対処法】
「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並び
に国及び国民の安全の確保に関する法律」（平成15
年6 月13 日法律第79 号）。

事態対処法の改正に伴う用語の
整理
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変更箇所 項目名 変更後 変更前 備考

用語集4
指定行政機関

【指定行政機関】
事態対処法第２条第５号の規定により、政令並びに内
閣総理大臣公示で指定された国の機関で、内閣府、
国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務
省、消防庁、法務省、公安調査庁、外務省、財務省、
国税庁、文部科学省、スポーツ庁、文化庁、厚生労働
省、農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、資源
エネルギー庁、中小企業庁、国土交通省、国土地理
院、観光庁、気象庁、海上保安庁、環境省、原子力規
制委員会、防衛省、防衛装備庁の３１機関。

【指定行政機関】
事態対処法第２条第４号の規定により、政令並びに内
閣総理大臣公示で指定された国の機関で、内閣府、
国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務
省、消防庁、法務省、公安調査庁、外務省、財務省、
国税庁、文部科学省、文化庁、厚生労働省、農林水産
省、林野庁、水産庁、経済産業省、資源エネルギー
庁、中小企業庁、国土交通省、国土地理院、観光庁、
気象庁、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会、防
衛省の２９機関。

事態対処法の改正に伴う用語の
整理
国の組織改正に伴う用語の整理

用語集4
指定公共機関

【指定公共機関】
独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送
協会その他の公共的機関及び電気、ガス、運送、通信
その他の公共的事業を営む法人で、事態対処法第２
条第７号の規定により、政令並びに内閣総理大臣公
示で指定されているもの。

【指定公共機関】
独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送
協会その他の公共的機関及び電気、ガス、運送、通信
その他の公共的事業を営む法人で、事態対処法第２
条第６号の規定により、政令並びに内閣総理大臣公
示で指定されているもの。

事態対処法の改正に伴う用語の
整理

用語集4
指定地方行政機
関

【指定地方行政機関】
事態対処法第２条第６号の規定により、政令並びに内
閣総理大臣公示で指定された国の地方機関で、沖縄
総合事務局、管区警察局、総合通信局、沖縄総合通
信事務所、財務局、税関、沖縄地区税関、地方厚生
局、都道府県労働局、地方農政局、北海道農政事務
所、森林管理局、経済産業局、産業保安監督部、那覇
産業保安監督事務所、地方整備局、北海道開発局、
地方運輸局、地方航空局、航空交通管制部、管区気
象台、沖縄気象台、管区海上保安本部、地方環境事
務所、地方防衛局の２５地方機関。

【指定地方行政機関】
事態対処法第２条第５号の規定により、政令並びに内
閣総理大臣公示で指定された国の地方機関で、沖縄
総合事務局、管区警察局、総合通信局、沖縄総合通
信事務所、財務局、税関、沖縄地区税関、原子力事務
所、地方厚生局、都道府県労働局、地方農政局、北海
道農政事務所、森林管理局、経済産業局、産業保安
監督部、那覇産業保安監督事務所、地方整備局、北
海道開発局、地方運輸局、地方航空局、航空交通管
制部、管区気象台、沖縄気象台、管区海上保安本部、
地方環境事務所、地方防衛局の２６地方機関。

事態対処法の改正に伴う用語の
整理

用語集5

※用語集8
に追加

スクリーニング
【避難退域時検査】
避難の際に、避難や一時移転される方の汚染状況を
確認することを目的として実施される検査のこと。

【スクリーニング】
放射性物質等による汚染が、除染が必要な程度かど
うかふるい分けすること。

原子力規制庁の定義解説に合わ
せた用語の整理

用語集9
放送事業者

【放送事業者】
放送法（昭和２５年法律第１３２号）第２条第２６号に規
定する基幹放送事業者及び一般放送事業者。

【放送事業者】
放送法（昭和２５年法律第１３２号）第２条第３号の２の
放送事業者その他の法律（公衆によって直接受信され
ることを目的とする電気通信の送信をいう。）の事業を
行う者。

引用条文の変更
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